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育児休業給付受給資格確認票・（ 初回 ）育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書の記入例 
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「備 考」 

備考欄に、賃金締切日・支払日、通勤手当について記入してください。 

・初回の支給申請において前３、４か月分の申請を行う場合、３、４か月目となる支給単位期間、就業日数、支給された賃金

額を備考欄に記入してください。 

・出向元、出向先双方から賃金の支払がある場合は、合計額を支給申請書に記入し、備考欄に被保険者資格を有さない雇用関

係に基づく賃金額及びその賃金を支払った事業主名を記入してください。 

1「被保険者番号」 

・被保険者証に記載されている被保険者番号を記入してください。 

5「育児休業開始年月日」 

・被保険者が育児休業を開始した年月日を記入してください。ただし、女性の被保険者が、労働基準法の規定による産後休業

に引き続き育児休業を取得した場合は記入する必要はありません。 

6「出産年月日」、7「出産予定日」 

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入してください。 

13、17、21「支給単位期間」 

・それぞれの支給単位期間の初日及び末日を記入してください。 

25「職場復帰年月日」 

・｢育児休業給付金支給決定通知書｣の「支給期間末日」前に育児休業を終了した場合に、その職場復帰日を記入してください。 

4「事業所番号」 

・当該事業所の事業所番号を記入してください。 

10、11「被保険者の住所」、12「被保険者の電話番号」 

・被保険者の郵便番号、住所、電話番号を記入してください。 

14、18、22「就業日数」、 15、19、23「就業時間」 

・13、17、21の支給単位期間において就業した日数、時間を記入してください。 

16、20、24「支払われた賃金額」 

・13、17、21の支給単位期間中に、育児休業期間を対象として支払われた賃金の額を記入してください。 

・支給対象期間中に支払われた賃金であっても、育児休業の期間以外の期間を対象とした賃金は記入する必要はありません。 

「事業所名(所在地・電話番号)、事業主名」、「申請者氏名」 

・被保険者本人が氏名を記載し記入内容について事業主が証明してください。ただし、申請内容等を事業主等が被保険者に確

認し、合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存することで被保険者の記名を省略するこ

とができます。その場合、申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してください。 

9「個人番号」 

・被保険者の個人番号（マイナンバー）を記

入してください。 

32「払渡希望金融機関指定届」 

・個人番号の登録が完了している方で、マイナポータルに登録されている公金受取口座への振込を新たに希望される場合は「1」

を記載してください。「1」を記入した場合は、金融機関情報について記載の必要はありませんが、記載があった場合には記

載された金融機関情報への振込を優先します。 

※過去に失業等給付や育児休業給付等を受給したことがあり、その際に登録した口座への振り込みを希望する場合は記載不

要です。 

28「配偶者の被保険者番号」、29「配偶者の育児休業開始年月日」、31「配偶者の状態」 

出生後休業支援給付金の支給申請を行う場合、28・29・31のいずれか（複数記載は不可）を次のとおり記入してください。 

・配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を一定の期間に 14

日以上取得した場合は、28欄に被保険者番号を記入してください。 

・配偶者が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く。）であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間に 14日以上取

得した場合は、29欄に育児休業開始年月日を記入してください。 

・配偶者が、子の出生日の翌日において配偶者の育児休業を要件としない場合に該当する場合は、31 欄に該当する番号を記

入してください。 

※記載項目の詳細は、134ページを参照してください。 


